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・｢志願者個別決済方式」または「団体一括決済方式」のいずれかのお支払方法を選択できます。
・検定料控除２種（検定運営手数料・申込代行手数料）の適用対象となります。

お問い合わせは
こちらから

S0038.26.1

公益財団法人  日本漢字能力検定協会
お問い合わせフォーム：https://www.kanken.or.jp/kanken/contact/

●申込内容の変更について
　お申し込み後に申込間違い（受検級の間違い／申込漏れ）が判明した場合は、団体専用ページの「各種資料
　のダウンロード」より申込内容変更依頼の説明資料を確認のうえ、記載の手順に従って変更してください。

・検定料控除（検定運営手数料のみ）の適用対象となります。
・申込受領状況は、協会に申し込みが到着した翌営業日からインターネット（団体専用ページ）で確認
　できます。
※申込内容の詳細は、申込締切日の約２週間後から確認できます。

推　奨
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通常は、検定運営手数料、申込代行手数料が団体に残る
よう請求します（申込代行手数料：郵送申込は適用外）。
両経費が不要の場合は「検定料総額を支払う」にチェ
ック　　をしてください。

郵送申込
協会提出用１

と同じ方の場合でも「同上」は不可。

㊟お申し込み内容に確認事項がある場合は「TEL」欄に記入の電話番号あて
　に速やかにご連絡します。

FAX機設置なしの場合は「なし」とご記入ください。



申込代行手数料は、郵送申込の場合は
適用外です。

❼新規志願者3級（3,200円）10名／郵送申込
❺検定運営手数料 ・申込代行手数料を差し引いて支払う場合

検定料総額
32,000円

（3,200円×10名）

検定運営手数料
4,000円

申込代行手数料
0円 28,000円

❼新規志願者3級（3,200円）9名、繰越者3級1名の計10名／郵送申込
❺検定運営手数料 ・申込代行手数料を差し引いて支払う場合

検定料総額
28,800円

（3,200円×9名）

検定運営手数料
0円

申込代行手数料
0円 28,800円

❼新規志願者3級（3,200円）10名／郵送申込
❺検定料総額を支払う場合

検定運営手数料
0円

申込代行手数料
0円 32,000円

※2025 年度以前に特別欠席制度で取得した繰越権利を利用し、申し込みをされる場合、
　検定料改定に伴う差額分の検定料請求が発生します。

●この申込書は、郵送申込専用です。　　　と　　　をお送りくだ
　さい。

新規志願者数 10 ～ 19

4,000

20 ～ 29

8,000

30 ～ 49

10,000

50 ～ 79

12,000

80 ～ 109

15,000

110 ～ 139

20,000

140 ～ 169

25,000検定運営手数料

新規志願者数 170 ～ 199

32,000

200 ～ 229

39,000

230 ～ 259

46,000

260 ～ 289

53,000

290 ～ 319

63,000

320 ～ 349 以下 30 名
増すごとに
10,000 円増73,000検定運営手数料

・検定運営手数料：申込手続や検定日当日の運営費用

・申込代行手数料：インターネット申込時の情報データ化への協力に対する費用 

※新規志願者数とは繰越者を除いた新たな受検申込者数をいいます。
※団体公開会場受検については検定日当日の運営が発生しないため半額とします。
※準会場と団体公開会場の両方でお申し込みの場合は、それぞれに対して検定運営手数料を算
　出します（準会場と団体公開会場の新規志願者数を合算して算出することはできません）。

検定運営手数料の 15％（インターネット申込かつ志願者情報「有」申込の場合は 20％）
※郵送申込は適用外

検定料
●検定運営手数料・申込代行手数料とは団体の経費負担を補助するものです。
●通常は検定運営手数料・申込代行手数料が団体に残るよう請求します。両経
　費が不要の場合は「検定料総額を支払う」にチェック　　をしてください。

通常は、検定運営手数料、申込代行手数料が団体に残る
よう請求します（申込代行手数料：郵送申込は適用外）。
両経費が不要の場合は「検定料総額を支払う」にチェ
ック　　をしてください。

●申込内容に確認事項がある場合は
　「TEL」欄に記入の電話番号あてに速やかにご連絡します。

●お申し込み後に申込間違い（受検級の間違い／申込漏れ）が判明
　した場合は、団体専用ページの「各種資料のダウンロード」より
　申込内容変更依頼の説明資料を確認のうえ、記載の手順に従って
　変更してください。

検定料総額
32,000円

（3,200円×10名）
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通常は、検定運営手数料、申込代行手数料が団体に残る
よう請求します（申込代行手数料：郵送申込は適用外）。
両経費が不要の場合は「検定料総額を支払う」にチェ
ック　　をしてください。

郵送申込
協会提出用１

と同じ方の場合でも「同上」は不可。

㊟申込内容に確認事項がある場合は「TEL」欄に記入の電話番号あてに速や
　 かにご連絡します。

FAX機設置なしの
場合は「なし」と
ご記入ください。
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協会提出用２

㊟申込内容に確認事項がある場合は「TEL」欄に記入の電話番号あてに速や
　 かにご連絡します。

FAX機設置なしの
場合は「なし」と
ご記入ください。

通常は、検定運営手数料、申込代行手数料が団体に残る
よう請求します（申込代行手数料：郵送申込は適用外）。
両経費が不要の場合は「検定料総額を支払う」にチェ
ック　　をしてください。

と同じ方の場合でも「同上」は不可。



通常は、検定運営手数料、申込代行手数料が団体に残る
よう請求します（申込代行手数料：郵送申込は適用外）。
両経費が不要の場合は「検定料総額を支払う」にチェ
ック　　をしてください。
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お問い合わせは
こちらから

㊟申込内容に確認事項がある場合は「TEL」欄に記入の電話番号あてに速や
　 かにご連絡します。

FAX機設置なしの
場合は「なし」と
ご記入ください。

と同じ方の場合でも「同上」は不可。



日本漢字能力検定（漢検 PBT）受検規約
受検を申し込まれる皆さまへは、「日本漢字能力検定（漢検PBT）受検規約」の適用が
あることを同意のうえ、受検の申し込みをするようご案内ください。受検規約全文は協
会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

●本規約の変更
協会は本規約を予告することなく変更することがあります。当該変更については、協
会の公式ウェブサイトまたは協会発行の各媒体に掲載された時点より効力が生じるも
のとします。

受検規約はこちらから▶
https://www.kanken.or.jp/kanken/kiyaku/


